
 

 

 

募金箱設置のお願い 

 

  

（公社）被害者支援センターやまなしは、犯罪被害者の支援を行っている民間の団体です。平成１９年４月に設立され、

電話相談・面接相談、病院・警察・検察・裁判傍聴等の付添いなどの支援を行っています。 

平成１７年４月に「犯罪被害者等基本法」が施行され、犯罪被害者を支えることは国民の責務と明記され、私どもセン

ターは、県内の被害者支援に係る関係機関・団体等と連携し、広報啓発活動、被害者支援活動に当たってきました。 

しかし、いまだセンターの認知度は低く、また活動資金が不足しています。 

 

 

 

（公社）被害者支援センターやまなしで製作する募金箱の設置をお願いします。 

募金箱設置は、これまで県警の各警察署等の窓口や施設・企業にお願いをしてまいりました。募金箱の設置により、

センターを知っていただき、またご寄附いただいたお金はセンターの活動に１００％活かされます。 

 

 

 

１．身近で手軽な社会貢献 

募金箱を設置していただくことで、貴社の社会貢献活動をより推進することができます。 

貴社にとっては、手間をかけることなく、社員や利用者が手軽に社会貢献できる仕組みを提供できるメリットが魅力と

なります。 

２．費用ゼロ 

貴社には、年に１度募金が集まった折に、センターの担当者が訪問させていただきますので、貴社にご負担いただ

くことはありません。 

３．パートナー顕彰、ロゴの使用 

設置いただいた折には、当センターのホームページ及び会報において、社会貢献のパートナーとして顕彰し、積極

的に周知いたします。また、当センターのロゴを貴社の名刺やホームページにご利用いただけます。 

 

 

 

 

画像見本（今後、変更の予定があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ L約 185mm×W約 136mm×H約 268mm 

素 材 募金箱本体：プラスチック。 キャラクター：樹脂 

連絡先 （公社）被害者支援センターやまなし事務局 

〒400-0031甲府市丸の内二丁目 28-15 キクヤビル１Ｆ 

TEL 055-228-8639 FAX 055-228-8639 

http://www.sien-yamanashi.com 

mail：sien-yamanashi@comet.ocn.ne.jp 

募金箱設置のご協力へのお願い！！ 

被害者支援センターやまなしの活動 

 

 募金箱設置のお願い！！ 

募金箱設置のメリット！！ 

 


